
補助金交付の手続きの流れ 

＜分析･除却業者＞      ＜建築物の所有者（申請者）＞       ＜豊田市＞ 

事 前 相 談 ※１

申請書類を配布 分析･除却業者の選定 見積書の作成 

補助金交付申請の提出 申請書受付･書類審査 

補助金交付決定通知 

補助金交付決定通知書受理 

契約（分析調査･除却） 契 約 

交付決定前の契約や着手

は補助金の対象外です 

着手届の提出 

（着手後は速やかに）※２
分析調査･除却の着手 

着手届受付 

分析調査･除却の実施 

結果報告書等の作成 
完了実績報告書の提出 

※３・※４ 
報告書受付･書類審査 

補助金額確定通知と 

補助金の請求書を送付 
補助金額確定通知書受理 

事前相談書受付･書類審査 



補助金交付請求 補助金請求受付・審査 

補助金交付 補助金受領 

※１ 令和３年１０月２９日（金）が事前相談の締切日です。 

※２ 補助金交付決定日より１か月以内に着手届を豊田市に提出 
   してください。 

※３ 分析調査は着手日より３０日以内、除却等は９０日以内に 
   完了実績報告書を豊田市に提出してください。 

※４ 令和４年２月末日が提出締切日です。 


